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報告書の利用についての注意・免責事項 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し、また翻訳に際

しても翻訳会社等に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などにより情報が

変更される可能性があります。また、本報告書に掲載した情報・コメントは委託先の

判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証

するものではありません。 

本報告書は、あくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するもの

ではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。 

本報告書にて提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿

った具体的な最新の法的助言を別途お求めください。 

ジェトロおよび調査委託先、翻訳業務委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた

直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害及び利益の喪失に

ついて、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じた

かにかかわらず、一切の責任を負いません。 これは、たとえジェトロ又は調査委託先

が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。 
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第I章：インドにおける模倣品流通実態 

 

１．はじめに 

 

インドでは中国からの輸入が多く、中国から流入する模倣品がインド市場に大量に出

回っているのは、インドの貿易収支が中国からの輸入に大きく傾いている結果である。

製品のカテゴリーによって異なるが、模倣品の 80％以上が主に中国からインドに輸入

され、残りの 20％は現地で製造されていると推定していいだろう。 

 

模倣品犯罪が以下に経済や消費者へ被害を及ぼすものであるか、例えば、FICCI 

CASCADE 2024 REPORT1には、 

「密輸や模倣品などの不正取引は、膨大な『グローバル・ビジネス』を構成し、世界

経済に大きな打撃を与える数十億ドル規模の違法産業である。さらに、合法的な経済

活動に悪影響を与え、地下経済や組織犯罪を助長し、政府から重要な公共サービスの

ための収入を奪い、納税者に高い負担を強い、何十万もの合法的な雇用を奪い、消費

者を危険で効果のない製品にさらす。不正取引は世界最大の成長産業であり、複数の

調査によればその規模は 6500 億ドルから 3 兆ドルの間と推定されている。この邪悪

なビジネスは世界貿易の 10％を占め、米国連邦捜査局（FBI）は 21 世紀の犯罪と呼

んでいる。」 

と説明されている。 

 

また、国際模倣品・海賊版拡散防止連合（IACC）のウェブ・サイト2には、 

「模倣品は犯罪であり、模倣品が存在するということは、誰かがその被害を受けてい

る。模倣品犯罪に加担する者は、低価格を求める消費者の欲望を食い物にすることが

多い。模倣品を購入することは、本物に代わる安価な選択肢のように思えるかもしれ

ないが、その低価格はあなた自身や他の人々にとって以下に述べる大きな代償となり

得る。 

危険性：模倣品には、安価で規格外の危険な部品が使用されていることが多く、消費

者の公衆衛生と安全を危険にさらしている。 

損害：オンライン・サイトからの模倣品購入は、個人情報の盗難やクレジットカード

詐欺の危険性がある。 

違法性：模倣品は違法であり、模倣品を購入することは違法行為を支援することにな

る。 

経済的損失：模倣品犯罪に加担する者は税金を納めていないため、市の学校、病院、

公園、その他の社会事業に使われる資金が少なくなる。 

 
1 https://www.ficcicascade.in/wp-content/uploads/2018/07/Mandates_of_CASCADE_Committee.pdf 
2 https://www.iacc.org/resources/about/what-is-counterfeiting 
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児童労働の助長：模倣品製造業者は、従業員に公正な賃金や福利厚生を支払わず、劣

悪な労働環境を提供し、強制労働や児童労働を利用することが多い。 

組織犯罪の助長：模倣品の販売による利益は、組織犯罪や麻薬取引、さらにはテロ活

動の資金源となっている。 

合法的な企業、特に中小企業への打撃：正規のメーカーは、製品の研究開発に多大な

リソースを費やし、消費者の間で品質に対する評判を高めている。それに対して模倣

品は、他社の名声から不当に利益を得ようとするものであり、中小企業や起業家にと

って致命的となることが多い。このような不公正な競争によって失われる売上と利益

は、賃金の低下や雇用の喪失、消費者の物価上昇に直結する。」 

と説明されている。 

 

模倣品の流通状況について、インドの主要なメディアの 1 つである Mint 紙は、

Authentication Solution Providers Association (ASPA)の報告書「The State of 

Counterfeiting in India 2021」3を引用する形で、 

「インドで販売される製品の約 25～30％が模倣品である。カテゴリーとしては、アパ

レル（31％）、日用消費財（28％）、自動車（25％）が最も多く、次いで医薬品

（20％）、耐久消費財（17％）、農薬（16％）となっている。」4  

と述べている。 

 

ASPA のこの報告書によると、 

「インド経済には毎年 1 兆ルピーもの損害が発生している。実際、インドの成人の 3

人に 1 人が、いずれかのオンライン・サイトで模倣品の被害に遭っており、オンライ

ン・サイトでの模倣品販売は最も急成長している犯罪となっている。模倣品販売行為

は 24 時間体制で行われており、すべての主要産業や部門にある程度の影響を及ぼして

いる」5 

とのことである。 

また、ASPA のこの報告書では、2018 年、2019 年、2020 年にインドの各州で摘発さ

れた模倣品事件の件数をカウントし、模倣品犯罪について各州をランク付けしている6。  

 
3 https://www.aspaglobal.com/pre_upload/nation/1623216858-4730baa0efdb83aba174859af0a3a6a5-
Report%20The%20State%20of%20Counterfeiting%20in%20India%202021.pdf 
4 https://www.livemint.com/industry/retail/almost-25-30-products-sold-in-india-spurious-
with-counterfeiting-report-11674655725574.html. 
5 The State of Counterfeiting in India 2021, P.6 
6 The State of Counterfeiting in India 2021, P.12 
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国際的にもインドの模倣品の状況については問題視されている。例えば、米国通商代

表部（USTR）が公表した「2023 年版スペシャル 301 条報告書」7においては、イン

ドは優先監視リストのランク 4 に位置づけられている。8 

 
 

また、「2019 年版スペシャル 301 条報告書」には、経済協力開発機構（OECD）が作

成した 2019 年の出版物「模倣品・海賊版の貿易動向（“Trends in Trade in 

Counterfeit and Pirated Goods,”）」を引用して、インドは模倣品の出所国上位 5 カ

国に入っていることが示されている。同報告書では、さらに、OECD と欧州連合

（EU）知的財産庁による 2017 年の報告書「模倣品貿易の実際の経路（Mapping the 

Real Routes of Trade in Fake Goods）」を引用し、インドが食品、医薬品、香水・化

粧品、繊維製品、履物、電子・電気機器、玩具、ゲーム、スポーツ用品の主要な生

産・輸出国であること、また、世界における偽造医薬品の押収総額の 55％がインドで

 
7 https://ustr.gov/sites/default/files/2023-04/2023%20Special%20301%20Report.pdf 
8 United States Trade Represent: 2023 Special 301 Report, P.5 
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発生しており、インドが偽造医薬品の最大の生産国となっており、インドから特にア

フリカ、欧州、米国への輸出に重点が置かれていることを指摘している。9 

 

  

 
9United States Trade Represent: 2019 Special 301 Report, P.51 
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Delhi  Tank Road Tank Road 

Karol Bagh, Delhi, 110005 

Apparel and footwear 

Delhi  Gaffar Market Gaffar Market 

 

Apparel and footwear 

Delhi  Ajmal Khan 

Road 

Ajmal Khan Road Apparel and footwear 

Delhi  Palika Bazaar Palika Bazaar Electronic items and 

clothing  

Firozpur, Punjab 
Veer Bhan 

Shivala  
Ghee mandi Amritsar 

apparels 

manufacture unit 

Hyderabad, 

Telengana 
Abids Street 

Old Kattal Mandi, Abids, 

Hyderabad, Telangana 

500001, India  

apparels 

Hyderabad, 

Telengana 
Begum Bazaar 

Abids Circle, Hyderabad – 

500 001, Telangana, India 
Apparels and shoes  

Hyderabad, 

Telengana 

Charminar 

Bazaar 

Char Kaman, Ghansi 

Bazaar, Hyderabad, 

Telangana 500002 

apparels 

Hyderabad, 

Telengana 

KPHB Colony 

Market 

KPHB Colony, Kukatpally, 

Hyderabad, Telangana, 

India 

manufacture of 

apparel 

Hyderabad, 

Telengana 

S.R. Nagar 

Market 

S.R. Nagar, Hyderabad, 

Telangana, India 
apparels 

Jaipur, Rajasthan Mansarowar Jaipur  Apparels and shoes  

Jaipur, Rajasthan Sikar House 

Gandhi Colony, Near Sikar 

House, Nahari Ka Naka, 

Jaipur – 302 016, 

Rajasthan, India. 

Apparels and shoes  

Jaipur, Rajasthan Nahagarh Road 

Neemri Police Station, 

Nahargarh Road, Jaipur – 

302 001, Rajasthan, India 

Apparels and shoes  
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Jaipur, Rajasthan Jhotwara 

Main Market Jhotwara, 

Jaipur- 302012, Rajasthan, 

India 

Apparels and shoes  

Jalandhar, Punjab dilbagh nagar , 
Near JP Nagar basti guzan 

jalandhar 

Jeans and Sports 

products 

manufacture 

Kanpur, Uttar 

Pradesh 

talaq mahal 

market near 

electronics 

building 

Kanpur 

perfumes, food items 

and other 

consumable products 

Kolhapur, 

Maharashtra 

Mahatma 

Gandhi Road 

Market 

Mahatma Gandhi Road 

Market, Kolhapur - 416119, 

Maharashtra, India 

Apparels and shoes  

Kolkata, West 

Bengal 
Howah Market 

Grand Trunk Rd, Kadam 

Tala, Howrah, West Bengal 

711101 

Cosmetics, shoes and 

apparels 

Kolkata, West 

Bengal 
New Market 

19,Nellie Sen Gupta 

Sarani, d-twenty three, 

New Market Area, Taltala, 

Kolkata, West Bengal 

700087 

Cosmetics, shoes and 

apparels 

Kolkata, West 

Bengal 
Bara Bazar 

Bara Bazar, Kolkata-

700001, India  

Cosmetics, shoes and 

apparels 

Kolkata, West 

Bengal 

Khidarpur 

Market  

26, Garden Reach Rd, Karl 

Marx Sarani, Kanchan 

Colony, Ekbalpur, 

Khidirpur, Kolkata, West 

Bengal 700023 

Cosmetics, shoes and 

apparels 

Kolkata Kidderpore , 

Kolkata 

Kidderpore , Kolkata Consumer 

electronics, apparel, 

cosmetics, and 

pirated software and 

media 

Ludhiana, Punjab 

Sunder nagar 

Near basti 

Chowk 

Salaam Tavri Near 

Jalandhar bypass 

IND IRA Cheema Chowk 

Apparels 

manufacture 

Mohali, Punjab manimanjra Dera bassi 

Wholesaler for 

detergent and spices 

packets 
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Mumbai, 

Maharashtra 
Malad Cosmetics Wholesalers 

Mumbai, 

Maharashtra 
Bhwandi Cosmetics, Apparel, Shoes 

Wholesalers, 

Godowns, 

Manufacturing 

Mumbai, 

Maharashtra 
Kurla Apparel, Shoes 

Wholesalers, 

Manufacturing 

Mumbai, 

Maharashtra 
Manish Market 

Senapati Bapat Marg, 

beside Kohinoor Technical 

institute, opposite flowers 

and petals shop, Dadar 

West, Dadar, Mumbai, 

Maharashtra 400028, India 

watches, shoes and 

apparel 

Mumbai, 

Maharashtra 
Khar Market  

5th Rd, Khar, Ram Krishna 

Nagar, Khar West, 

Mumbai, Maharashtra 

400052, India 

shoes and apparels 

Mumbai, 

Maharashtra 
Crawford Market  

Lokmanya Tilak Rd, Dhobi 

Talao, Lohar Chawl, 

Kalbadevi, Mumbai, 

Maharashtra 400001 

apparel, bags, 

Perfume, Cosmetics, 

Watches 

Mumbai, 

Maharashtra 

Heera Panna  Heera Panna Watches, leather 

goods, shoes, 

consumer electronics, 

and cosmetics 

Pune, Maharashtra 
Fergusson 

College Road 
Pune  Apparel, Shoes 

Pune, Maharashtra Camp Pune  Apparel, Shoes 

Pune, Maharashtra MG Road 

MG Road Market, Pune-

411001, Maharashtra, 

India 

Apparels, shoes and 

fashion accessories 

Pune, Maharashtra Fashion Street 

Fashion Street, Pune-

411001, Maharashtra, 

India 

Apparels and shoes  
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Raipur, 

Chattisgarh 
Pandri market 

Pandri, Raipur, 

Chhattisgarh 492001, India 
shoes and apparels 

Raipur, 

Chattisgarh 
Sadar Bazaar 

Sadar Bazar, Raipur, 

Chhattisgarh 492001, India 
shoes and apparels 

Surat, Gujarat 
Begampura, 

Surat 

Begampura Bazaar, Surat - 

395003, Maharashtra, 

India 

Apparels and shoes  

Surat, Gujarat 
Dharamkruti 

Complex 

Dharamkruti Complex, 

Surat - 395 003, Gujarat, 

India 

Apparels and shoes  

Surat, Gujarat Bhagal 
Bhagal Market, Surat - 

395003, Gujarat, India 
Apparels and shoes  

Tiruppur, Tamil 

Nadu 
Avinashi Town 

Avinashi Town, Tirupur 

district, Tamil Nadu 

641654, India 

Apparels 

Tiruppur, Tamil 

Nadu 

Lakshmi Theater 

Main Road 

Shivagaminagar, Lakshmi 

Theater Main Road, 

Gandhinagar Post, Tirupur 

City, Tamil Nadu – 641603, 

India 

Apparels 

Tiruppur, Tamil 

Nadu 
Mangalam Road 

Murugampalayam Road, 

Parapalayam, Mangalam 

Road, Tirupur City, Tamil 

Nadu – 641604, India 

Apparels 

 

※色付きのものは、米国スペシャル 301 条報告書の「悪名高きマーケットリスト

（NML:  Notorious Markets List”）」に、過去あるいは現在、リストアップされてい

るマーケットである。 

 

 

 

  







 

17 
 

＜2018 年～2020 年に掲載された記事数推移（月次）＞11 

 

 
 

以下に 2023 年度に掲載された記事をいくつかを紹介するが、大体の記事がこのよう

な模倣品摘発の状況を報告するようなものである。 

「インドで販売される製品の 25～30％は模倣品」12（Business Standard、2023 年 1

月） 

「Amazon、2022 年に、600 万の模倣品と 5000 の偽ブランドを、自身のオンライ

ン・サイトから削除」13（Business Today 、2023 年 4 月） 

「大手製薬会社の偽造医薬品 2000 万ルピーを押収」14（The Hindu、2023 年 8 月） 

「デリーの業者から 20L 相当の偽薬を押収」15（Times of India、2023 年 10 月） 

「インドの消費者意識向上が模倣品業者への収益流出を食い止める」16（ET Auto、

2024 年 1 月） 

 

  

 
11 The State of Counterfeiting in India 2021, P.7 
12 https://www.business-standard.com/article/current-affairs/almost-25-30-products-sold-in-india-
spurious-with-counterfeiting-report-123012301302_1.html 
13 https://www.businesstoday.in/latest/corporate/story/amazon-removed-60-lakh-counterfeit-
products-and-5000-false-brands-in-2022-376148-2023-04-05 
14 https://www.thehindu.com/news/national/counterfeit-medicines-of-about-2-crores-of-leading-
manufacturers-seized/article67154464.ece 
15 https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/fake-medicines-worth-20l-seized-from-suppliers-
in-del/articleshow/104619051.cms 
16 https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/india-needs-to-priorities-conscious-
consumerism-to-plug-revenue-drain-aspa-governing-body/106593938 
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３．模倣品サプライチェーン 

 

３－１．インド国外からインドへのルート 

2018 年から 2023 年に税関で摘発された知的財産権侵害事案（後述する、４．１（２）

のグラフにおける約 650 万件のレコード）に基づき、海路と空路について、インド国

外からインドへの模倣品流入の主要ルートを考察した。 

 

（１）海路 

 

 

インドへ模倣品を輸出していると疑われる主な輸出港 

 Ningbo Port 

 Nansha Port 

 Shekou Port 

 HuangPu Port 

 Hong Kong Port 

 

インドにおける模倣品の輸入が疑われる主な輸入港 

 Chennai Sea Port 

 Nhava Sheva (JNCH) 

 Kolkata Sea Port 
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（２）空路 

 

 

インドへ模倣品を輸出していると疑われる主な輸出港 

 Nanning Airport 

 Hong Kong Airport 

 

インドにおける模倣品の輸入が疑われる主な輸入港 

 Chennai Airport 

 Delhi Airport 

 Mumbai Airport 

 Kolkata Airport 
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３－２．インド国内のサプライチェーン 

インド国内における模倣品のサプライチェーンはおそらく製品によって異なるだろう。

そこで、いくつかの製品に的を絞って模倣品サプライチェーンの検討を行った。今回

調査したのは、インクカートリッジ、エンジンオイル、フィギュアである。それぞれ、

日用消費財（FMCG）、自動車関連製品、娯楽用品（かつ昨今のインドにおける日本

コンテンツ人気を考慮）として選定した。また、サプライチェーンの調査は、主に、

税関の輸入データ（特に 2021 年 1 月～2023 年 12 月の 3 年間）、デリー警察、ムン

バイ警察、コルカタ警察の捜査官や法執行官のさまざまな聞き取り調査の結果と、各

メディアに掲載された記事に基づいている。 
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＜インクカートリッジの模倣品サプライチェーン＞ 
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＜カートリッジ：中国からインドへ＞ 

 
 

＜使用済みカートリッジ（正規品）の調達とインクの再補充実施の主な拠点＞ 
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＜模倣品カートリッジ梱包用段ボール製造業者の主な拠点＞ 

 
 

＜模倣品カートリッジの卸売業者の主な拠点＞ 
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＜エンジンオイルの模倣品サプライチェーン＞ 
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＜規格外オイルの主な製造拠点＞ 

 
 

＜使用済容器への印刷やステッカー貼付を行う主な拠点＞ 
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＜容器のシールトップを調達する主な拠点＞ 

 
 

＜模倣エンジンオイルの主な供給拠点＞ 
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＜フィギュアの模倣品サプライチェーン＞ 
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＜模倣フィギュアの主な輸入港＞ 

 
 

＜模倣フィギュアの倉庫が存在する主な都市＞ 
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＜模倣フィギュアが流通している主な都市＞ 
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（２）摘発状況 

主要なインド税関において摘発された知的財産権侵害事例の総数の推移を以下に示す
17。 

 

 

  

 
17 （注）税関は全てのデータを開示していない。あくまで情報を取得できた範囲における摘発

件数の推移である。 
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４－２．刑事摘発の状況 

刑事摘発の基本的な流れは以下のとおりである。 

 

ステップ１：侵害行為が行われている地域の管轄裁判所／警察署へ刑事告訴状の提出 

ステップ２：警察による捜索と押収 

ステップ３：被告人の逮捕 

ステップ４：被告人の裁判所への出頭 

ステップ５：警察による調査 

ステップ６：警察による告発状の裁判所への提出 

ステップ７：裁判所による罰則と量刑の決定 

 

各ステップについて、2018 年と 2019 年の統計を示す18。逮捕された者の約 70%～

80%が刑事訴追されるが、有罪になるものは 15%程度しかおらず、多くのケースで無

罪放免となってしまっている。 

 

 
 

本調査においては、上述した知的財産権侵害品の流通経路の都市として重要と考えら

れる、デリー、ムンバイ、コルカタ、ハイデラバード、ベンガルール、 チェンナイ、

ジャイプール、アーメダバード、アグラ、ルディアナの警察当局に対して、2022 年度

の刑事摘発について聞き取りを行った。その結果、これらの都市では合計約 500 件の

模倣品に対する家宅捜索が行われていた。これら約 500 件の家宅捜索の結果、約 2000

人が逮捕されたが、家宅捜索時に逮捕された者の 90％以上が 1～2 日以内に保釈され

ていた。保釈が認められない残りの 10％は、偽医薬品や食品を扱って逮捕された者で

あった。したがって、家宅捜索が行われても、刑事訴追される可能性がある者は 10％

以下になってしまうのが実情である。 

  

 
18 ASAP, The State of Counterfeiting in India 2021, P.15 
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４－３．刑事摘発と民事訴訟に関する考察 

模倣品摘発は、上述のとおり刑事摘発をするだけでなく、民事訴訟をおこすことも可

能である。それぞれメリット・デメリットがあるので、以下に整理する。 

 

（１）民事訴訟 

＜メリット＞ 

 警察署へ刑事告訴状を提出する場合、特に商標権侵害の場合、インド特許庁の商

標登録官の見解書が必須であり、インド特許庁から書類を取得する必要があるが、

民事訴訟であればその必要はない。 

 損害賠償を得るだけでなく、法的手続きにかかった費用を回収できる可能性が高

い。 

 訴訟の初期段階で和解が成立する可能性が高いため早期に解決できる。和解が成

立しなかった場合でも、1 年半から 3 年程度で終局する場合が多い。 

 

＜デメリット＞ 

 裁判費用が高額（特に以下の出費が大きい） 

 訴訟手数料（裁判所へ支払う費用） 

 ローカル・コミッショナーにかかる手数料 

 代理人手数料 

 裁判所が原告救済のためにとる手段は、被告に対して侵害行為の差止、および、

損害賠償である。被告人が刑務所に行くことを恐れる必要がないため、抑止力が

欠如する。ただし、再犯の場合、被告人は投獄され、その財産も差し押さえられ

る可能性がある。 

 

（２）刑事訴訟 

＜メリット＞ 

 投獄されることを恐れる中小業者にとって、大きな抑止力となる。評判が悪くな

ることを恐れているため、中小業者ほど犯罪の取締りを恐れている。 

 警察の調査は公的費用によって行われるので、民事訴訟に必要な裁判費用や、ロ

ーカル・コミッショナーの活動に必要な費用を負担する必要がない。 

 医薬品、食品、化粧品、自動車部品など、消費者に直接関係する製品に関わるほ

とんどの事件で、警察は捜査後に出所を突き止め、偽造に関与したサプライチェ

ーン全体を特定するための捜査を行う。これには、製造業者、印刷業者、包装業

者、卸売業者などが含まれることもある。 

 

＜デメリット＞ 

 手続面では、商標権侵害のケースで告訴状を管轄警察署に提出する場合、事前に

インド特許庁の商標登録官から見解を入手する必要がある。この手続きに 1 か月

程度かかる。 
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 実体面では、刑事事件の解決に異常に時間がかかる点が大きな問題である。これ

は、裁判の進め方と、警察の対応、2 つに問題がある。 

➢ まず、裁判の進め方について、インドは多様な言語が飛び交う国であり、第

一報、押収メモ、告訴状、その他の関連文書がすべて現地語で作成されてい

るため、その内容を理解し、解釈し、理解することが非常に困難となり、そ

の都度翻訳が必要となり、また、ほとんどの刑事法廷での審理は現地語で行

われ、現地語での弁論も含まれるため、迅速な事件処理に支障をきたすため

である。 

➢ 警察の対応については、警察が捜査を完了し、判事に告訴状を提出するまで

に非常に長い時間を要し、警察の刑事事件への対応は、非常に遅い。また、

手続き中、被告人から保釈申請が何度か出されるが、そのほとんどは保釈金

の金額をある程度増額することで許可されてしまう。そして、インドにおけ

る偽ブランド品に対する刑事事件の平均的な審理期間は 8 年から 10 年であり、

そのほとんどが有罪判決に至らない。刑事事件では被告人を確実に有罪にす

るために合理的な疑いを超えて立証しなければならないが、警察は、知的財

産権法違反の場合、人体に対する犯罪と同レベルの注意を払う必要がないと

いう理由で、真剣に取り組まない傾向がある。 

 他にも、押収品（模倣品）は、刑事裁判における重要な物的証拠であるから、判

事が判決を下すまで、判事が必要とする際に適切に証拠として扱える状態で証拠

保全する必要があるが、証拠品の適切な保管設備がないため、判決まで適切な状

態で保管されないことや、証拠能力を欠くような劣悪な状態で保管されているこ

ともある。故に、有罪判決につながる適切な証拠が欠如してしまう。 

 さらに、非常に残念ながら、模倣品・海賊版の製造・販売に携わる犯罪者は、一

般的に、政治や警察に強いコネクションを持っていることが多く、それを利用し

て、取締りを遅らせるよう警察に圧力をかけたり、虚偽の証拠を作成したりする

ことがある。裁判所から捜索令状の受けるには、被害者は被告人の氏名と施設の

所在地を記載し警察へ提出するが、このことは、侵害品の撤去や移転が可能な違

反者に情報を漏らすことにつながりかねず、その結果、取締 手続が頓挫すること

がある。警察官が家宅捜索を実施する前に、より上位の者に報告して承認を求め

ることが義務付けられている警察署もあり、侵害者に情報が漏れる可能性を高め

ている。 

 また、地域によっては知的財産権の保護に対して感情が非常に強い反発がある地

域も存在し、そのような地域では、マーケット内の商売人による組合のような組

織が、破壊的で脅迫的なやり方でロビー活動を行っており、そのような地域では、

警察の活動も満足に行うことができない。 
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第II章：バングラデシュにおける模倣品の現状 

 

１．主な模倣品販売の状況 

 

１－１．アパレル  

（１）アパレル業界を巡る状況 

バングラデシュの繊維・衣料品産業は同国経済に大きく貢献しており、世界の繊維・

衣料品市場において重要な役割を担っている。輸出品目のトップである衣料品は、バ

ングラデシュ政府が実施している国内企業が輸出を行う場合の補助金施策の最も大き

な恩恵を受けている製品であり、また、バングラデシュでは安価な労働力を活用でき

ることから、バングラデシュを世界第 2 位の衣料品輸出国に押し上げた。世界貿易機

関（WTO）によると、バングラデシュは 2022 年に中国に次ぐ世界第 2 位の衣料品輸

出国となった。RMG（Ready-Made Garments：既製服）セクターは繁栄を続けてお

り、2022 年度には当該セクターの市場規模は 470 億ドルに達した。しかし、インフレ

が継続したことは欧米などの消費者のアパレル需要に影響を与え、2023 年 1 月から

10 月までの 10 ヶ月間で、欧州諸国の輸入は全体で 12.08％減少し、米国は全体で

22.71％減少した。その結果、EU のバングラデシュからの輸入が 15.87％減少し、米

国のバングラデシュからの輸入が 24.75％減少するという、大変な輸出不振に直面し

た。この輸出不振は、主要衣料品の価格動向に大きな影響を及ぼし、その結果、平均

単価は 7～9％下落した。 

 

バングラデシュ衣料品製造輸出業者協会（BGMEA）の登録工場数は 3818、バングラ

デシュニット製造輸出業者協会（BKMEA）の登録工場数は 2493 である。その他、バ

ングラデシュ衣料洗濯産業協会（BGWIA）、バングラデシュ染糸輸出業者協会

（BDYEA）などの製造業協会もある。衣料品については、登録、非登録、ライセンス、

非ライセンスの衣料品および工場があり、その数は 15000 以上であると言われており、

模倣品の流通実態を追跡することは非常に困難な現実がある。 

BGMEA はバングラデシュ最大のアパレル業界団体であるが、傘下の工場に対する、

米国通商代表部（USTR）や、バングラデシュからアパレル商品を購入する外資系企

業のバイヤー等からの模倣品輸出疑惑を一貫して否定している。BGMEA は、バング

ラデシュ政府と協力してこの問題に対応していること、傘下の工場に対して模倣品問

題を防ぐためのプログラム（例えば、輸出製品のブランドやラベルを記載した申告書

の提出義務、コンプライアンス検査の実施、等）を実施していると、主張している。 
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RMG Bangladesh 紙に掲載された「模倣品との戦い： AAFA for putting BD on 

USTR watch list」と題された記事19によると、AAFA（American Apparel and 

Footwear Association）と UNIFAB（Union des Fabricants、パリを拠点とする製造

業者連合）が提出した訴状では、バングラデシュが衣料品を含む偽造品の輸出に関与

している疑いがあるとして、バングラデシュを USTR の監視リストに入れるよう申し

立てている。 

以下、当該記事から主要部分を抜粋する。 

「バングラデシュは業界にとって重要な合法的調達国である一方、偽造品の生産が増

加しているため、バングラデシュ産の偽造品が押収される割合は世界的に増加してい

る。」 

「バングラデシュでは、確立された知的財産政策がゼロであるため、いかなる形態の

知的財産権行使も不可能なままであり、高水準の汚職が状況を悪化させている。した

がって、AAFA はバングラデシュを USTR の優先監視リストに掲載することを勧告す

る」 

「AFFA は、2022 年、世界各地で、バングラデシュで製造された模倣品を 56 件差し

止めたが、2021 年から 50％増加した。」 

 

（２）アパレルの模倣品の製造・販売の実態 

バングラデシュでよく見かけるアパレル関連の模倣品と思われる商品には、2 つの種

類がある。 

 (a)意図的に製造された模倣品 

 (b)品質不良品で本来はマーケットに流通させずに処分すべき製品 

 

(a)意図的に製造された模倣品、について 

首都 Dhaka 周辺には、従業員が 20 人～30 人程度（場合によってはそれよりも少人数）

の小規模工場が数多く存在する。これらの工場は、時に元請となり、時に下請となる。

また、取り扱い製品も時に正規品であり、時に模倣品である。 

本調査において、実際に首都 Dhaka 近郊の都市の、このような零細工場が集積した地

域を訪問したところ、工場の中はそこら中に衣服が積み重ねられており、従業員が言

うところによれば、訪問した工場は下請とのことであったが、写真撮影は厳しく制限

され、また、情報もほとんど開示されることはなかった。 

このような状況を踏まえると、バングラデシュにおけるアパレル関連の工場、特に、

零細工場について、正確な工場の数や、元請／下請、正規品製造／模倣品製造の実態

については、調査が行われたことも無いであろうし、実際にデータも見いだせず、実

態の把握は非常に困難と思われる。 

 

(b)品質不良品で本来はマーケットに流通させずに処分すべき製品、について 

 
19 https://rmgbd.net/2023/02/fighting-counterfeiting-aafa-for-putting-bd-on-ustr-watch-list/ 
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品質不良品については、契約上は廃棄または処分すべきだが、製造者が一定期間後に

マーケットに売却していると考えられる。Dhaka new market、Chittagong New 

market、Mirpur Hope Market などで見かける衣料品の大半は品質不良品であり、こ

れらは一般的にストックロット（”stock lots”）と呼ばれている。地元の有力者、政府

高官、政治家が、時にこれらの製品をロットで購入し、地域のマーケットで販売して

いる。多くの場合、これらの影響力のある人物は、ストックロットに該当する製品を

収集・販売するために、各地域において選り抜きの人材（ブローカー）を発掘して抱

えており、他の人に知られることなく、各地域でストックロットを収集・販売してい

る。 

ストックロットのブローカーは工場地帯に存在する。地元の政治家たちは、一般的に

それを支配している。彼らはこれを巡って争い、殺し合うこともある。また、ブロー

カーによっては、製品を購入する国内外の商人とのネットワークを持っている。その

ため、工場に立ち入ったり、製品の写真を撮ったりするのは大変な作業である。さら

に、多くの派閥も絡んでいる。 
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バイヤーの大半はダッカにおり、主に Gazipur、Boat bazar、Savar、 Narayanganj

地区のマーケットで販売されているが、小規模なものは Uttara や New Market 地区

にもマーケットは存在する。模倣品は、Big Boss のようなローカル・ショップや、複

数のローカル・ブランドを扱うショップで多く販売されている。また、地元のカー

ト・マーケットやフットパス・マーケットでも販売されている。地域の種類によって、

品質も異なる。地方の貧しいマーケットでは、地元の衣料品の名前で販売されていた

り、公認ライセンスを持っていると自称するローカル・ブランドが販売していたりす

る。 

 

農村部のマーケットで販売されている衣料品は、ほとんどがダッカから送られてくる

ものであり、その中には国際的なブランド名が付されたものはない。国境地帯や丘陵

地帯のマーケットで販売されている衣料品は、バングラデシュの税関が差し止めたも

のの他に、インド、タイ、中国から違法に輸入された衣料品が売られていることもあ

る。 

 

＜主なマーケット＞ 

①Naya Paltan 地区 

このエリアは主に中国やタイからの輸入衣料品の販売で知られている。主なマーケッ

トは、Gazi Bhaban、Polwel Market、Jonaki Market、Capital Market である。 
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②Mirpur 地区 

主なマーケットは、Mirpur Hope Market、Mirpur Indoor Stadium Market である。 

 

③Shanti Nagar 地区の New Anarkoli Market 
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④Mirpur Road の New Market、Chandrima Market、Badruddoza Market 
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⑤Gulistan Market、Khgaddar Bazar Market、SadarGhat Footpath Market 

 

⑥Farmgate Footpath Market 

 
 

⑦Uttara Jamjam Tower 

 

⑧Mohammadpur Townhall Market 

 

＜主なオンライン・サイト＞ 

以下、BtoC の主なオンライン・サイトである。 

 Daraz Bangladesh: https://www.daraz.com.bd/  

 Shodagor.com: https://shodagor.com/  

 Ajkerdeal.com: https://www.ajkerdeal.com/  

 Priyoshop: https://priyoshopretail.com/ 

 Stareon Group: https://www.stareongroup.com/brands.html 

 Pickaboo: https://www.pickaboo.com/ 

 Othoba: https://www.othoba.com/ 

 Fabrilife: https://fabrilife.com/ 

 BD Shop: https://www.bdshop.com/ 

 

以下、CtoC の主なオンライン・サイトである。 

 Click.bd: https://www.clickbd.com/ 

 Bikroy.com 
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１－２．靴 

バングラデシュには人気のホームブランドがある。地元で作られた靴は、そのブラン

ド名で売られている。その中には、ロゴがコピーされたものもある。バングラデシュ

全土で靴が安く売られている場所は、上述したアパレルと同じ市場である。中でも、

Dhaka New Market、Chourongi Bhaban、Farmgate Footpath Market、Gulistan 

foothpath Market は、あらゆる種類の靴が安く買える場所として人気がある。  
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１－３．オートパーツ 

ダッカは、車やバイクのアクセサリーを含め、オートパーツ販売の最大の拠点の一つ

である。ダッカの Bangshal には、450 以上の店舗から構成される、バングラデシュ

の国内最大の自動車部品販売マーケットがある。現地を視察したところ、ほとんどの

店舗が正規のライセンスを持たない無許可店舗であることがわかった。視察に同行し

たこのマーケット組合の秘書から、ここでは多くの問題が絡んでいるため、写真撮影

は厳禁であると伝えられた。  多くの政治的影響力のある人物もそこに店を構えている。

その多くは正規の納税者番号を持っていない。バングラデシュのバイクや車のタイプ

はインドと似ているため、モーター部品は現地で作られるか、中国やインドから輸入

される。マーケットのある店主は、「中国は製品を安く作れる場所である。日本から

の製品は値段が高く、顧客はそのような製品を買いたがらないため、日本製品は販売

していない」と言った。  

 

＜その他の主要市場＞ 

 Dholaikhal Motorparts Market 

 Bijoy Nagar Motor Parts Market 

 Mirpur 10 Motorparts Market 

 Bangla motor Motor Parts market 

 

 



 

45 
 

 
 

１－４．医薬品 

バングラデシュの製薬業界では、特にジェネリック企業が成長している。例えば、

Beacon Pharma、Everest Pharma、Incepta Pharma といった企業は、バングラデシ

ュ国籍の企業であり、バングラデシュ国内で驚異的な業績をあげているジェネリック

企業である。このようなジェネリック企業の成長により、医薬品部門の輸出（ジェネ

リック薬品の輸出）は増加しているが、為替レートが安定していないため、不確実性

に直面している。 

一方で、国内の医薬品販売では状況が異なっている。ほとんどの店で、多国籍企業の

模倣品や、安価だが低品質のローカル・ブランドの医薬品を国中で販売している。政

府は、バングラデシュ消費者権利協会（Consumer Rights Association of Bangladesh）

を通じて、罰金や、時には、実刑判決を科すなどの措置を講じているが、こうした動

きはまだ止まっていない。  

ダッカの、Demra、Shonir Akhra、Saidabad、Jatrabari といった地域で、模倣医薬

品製造が盛んであると考えられているが、地元の模倣医薬品の製造・販売に加担する

反社会的勢力のために捜査が困難であり、足取りをつかむことは非常に難しい。 

 

バングラデシュにおける医薬品販売の不法行為の実態は以下の２つのパターンである。  

(a)品質基準を満たさない薬を製造して販売する 

(b)商品に偽のラベルを貼り本物の薬として販売する 

 

＜最近の注目すべき摘発事案＞ 

 2024 年 2 月 25 日、Dr. Samanta Lal Sen 保健大臣は、Md Jahangir Alam 保健

サービス局長官と ABM Khurshid Alam DGHS 局長を伴い、中央医療倉庫

（CMSD）を視察した。不正に遭遇した保健大臣は、今後 5 日以内に、なぜこの
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ような大量の商品が無駄になったのかを説明する報告書を提出するよう、CMSD

職員に指示した。20 

 

 Rapid Action Battalion と Directorate General of Drug Administration は合同

で、2020 年 7 月にダッカにある Lazz Pharma の Kakrail 販売店から大量の違法、

期限切れ、規格外の医薬品を押収した。Palash Kumar Basu 執行判事が率いる

RAB 移動法廷は、これらの違法、期限切れの医薬品を販売した Lazz Pharma の

7 人の職員に 29,000 バーツの罰金を科した。21 

 

＜模倣医薬品に対する法的手続＞ 

バングラデシュ議会は、模倣品や期限切れの医薬品、化粧品、医薬品と闘うため、新

法「2023 年医薬品・化粧品法」22を提案し、制定した。バングラデシュ規格試験機関

（BSTI: Bangladesh Standards and Testing Institution）に代わり、医薬品管理局

（DGDA）が製品の品質管理を行うこととなった。この新法では、無登録での医薬品

の製造、輸入、輸出、販売、頒布、在庫、展示、無許可または許可条件外での医薬品

の製造、不当表示医薬品の製造、販売、在庫、頒布、政府医薬品の販売または頒布が

禁止されている。これらの目的のために医薬品を備蓄または展示する場合、あるいは、

無許可またはライセンスに課された条件外で医薬品を輸入する場合、10 年以下の懲役

または 100 万タカ以下の罰金、またはその両方が課される。 

 

バングラデシュの法律では、消費者の権利を保護するために、以下のような様々な裁

判所や法廷を含む組織の設立を規定している。主要な組織を以下に列挙する。模倣医

薬品に関する訴えを以下の組織に申し立てることが可能である。 

(i) 消費者権利保護局（Consumer Rights Protection Department） 

(ii) 全国消費者権利保護評議会（National Consumer Rights Protection Council）(iii) 

特別法廷（Special Tribunal） 

(iv)移動裁判所（Mobile Court、様々な法律の下で活動／機能することができる。特別

な行政命令によって設立されることもある。） 

(v)薬物裁判所（Drug Court） 

(vi)食品特別裁判所（Food Special Court） 

(vii)通常の刑事裁判所（Ordinary Criminal Courts） 

(viii)通常の民事裁判所（Ordinary Civil Courts） 

(ix)海洋裁判所（Marine Courts） 

 
20https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/raid-cmsd-health-minister-finds-hundreds-cartons-
health-care-items-lying-unused 
21https://www.newagebd.net/article/111075/lazz-pharma-fined-tk-29-lakh-for-selling-illegal-expired-
drugs 
22 http://dgdagov.info/index.php/laws-and-policies/3674-drug-and-cosmetics-act-2023/file 
https://asiaactual.com/wp-content/uploads/2023/10/Bangladesh-Drug-and-Cosmetics-Act-2023-
English.pdf 
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(x) バングラデシュ規格試験機関（Bangladesh Standards and Testing Institution） 

(xi)クレーム審判所（Claims Tribunal） 

 

2009 年消費者権利保護法（the Consumer Rights Protection Act, 2009）に基づき、

食品または医薬品の不純物混入に対して 3 年の罰金および/または 20 万タカの罰金、

実損害の 5 倍の賠償、1985 年 BSTI 条例に基づき、4 年の禁固刑および/または 10 万

タカの罰金、が規定されている。 

 

模倣品に関する訴えは、全国消費者権利保護総局長官（DNCRP：the Directorate of 

National Consumers' Right Protection）への申請を通じて、個人が申し立てることが

できる。申請書は、写真、金銭の領収書、その他入手可能な書類を添えて、DNCRP

長官に提出しなければならない。申請書は問題が発生してから 30 日以内に提出しなけ

ればならない。   
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２．バングラデシュにおける法執行当局による模倣品対策の状況 

 

２－１．税関での摘発状況 

税関における模倣品の認定と摘発は、1969 年関税法の第 4 章「輸入と輸出の禁止と制

限」において規定されている。さらに、2019 年知的財産権（輸出入）規則は、税関当

局に記録することができる商標、特許、意匠、地理的表示及び著作権の侵害行為の摘

発について規定されている。  

 

バングラデシュにはチッタゴン海港、ダッカドライ港、ダッカ航空港の 3 つの主要輸

入港があり、ダッカの輸入総額の 80％以上を占めている。 

 

残念ながら、どの税関もバングラデシュに流入する模倣品の押収に関するデータを有

していない。実際、2019 年 11 月に知的財産権規則が始まって以来、以下の理由によ

り、模倣品の差し押さえ事例はほとんどない。 

 

 税関の記録は自動化もデジタル化もされていない。 

 どのブランドの記録も、保存期間は最長 1 年である。 

 税関当局は、権利者から輸入者に対する具体的な苦情がない限り、模倣品を含む

貨物を押収するために特別に行動することはない。従って、知的財産権侵害の疑

いでバングラデシュ税関が行う特別捜査はない。 

 バングラデシュ税関が権利者に付与した登録番号はない。 

 

２－２．警察署における摘発状況 

被告人を当局の監視下に置くためには、その地域の警察署に訴え（被害届、取締申請、

等）を提出しなければならない。当該訴えは FIR（First Information Report）として

受理され、警察における捜査プロセスの起点となる書類として扱われる。FIR を受理

すると、警察はまず捜査を行う。捜査終了後、警察は必要な措置を取る。当該申請は、

バングラデシュ刑法 1860 条に基づき行われる。  

 

しかしながら、バングラデシュの警察当局は、主に以下の４つの理由により知的財産

権の執行を行わないため、警察による知的財産権侵害に対する摘発がなされたことは

ほとんどないのが実情である。 

 

① バングラデシュ警察は、基本的な商標法や著作権法に関する認識や知識が不足し

ている。 

② バングラデシュ警察は、知的財産権の執行に目を向けるよりも、むしろ強硬な犯

罪行為に対する取り締まりを優先している。 

③ バングラデシュ警察当局は、被疑者を家宅捜索することによって市場が騒然とな

り、法秩序が悪化することを恐れている。 
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④ バングラデシュ警察当局は非常に腐敗しており、商業的な苦情をサポートするた

めに、公然と巨額の現金を要求する。 

 

２－３．緊急行動大隊（RAB: Rapid Action Battalion）による摘発状況。  

緊急行動大隊（RAB）は大規模な模倣品対策を実施する積極的な執行機関である。

2021 年 12 月に RAB の幹部（7 名）が米国政府から制裁を受ける前まで、RAB は化

粧品、自動車部品、電子製品、食品、ヘルスケア製品などの日用消費財分野の模倣品

の摘発を行っていた（しかし、衣料品の模倣品に対しては決して行わなかった。）。

しかし、制裁を受けて以降、積極的な摘発は行われていない。 

 

なお、警察や緊急行動大隊の摘発については、Business Standard 紙が、警察と緊急

行動大隊が知的財産権の執行を優先していない点について、AAFA (American 

Apparel and Footwear Association)が言及したことを記事23にしている。 

以下、当該記事から主要部分を抜粋する。 

「バングラデシュが世界的な模倣品供給源として成長することを許せば、その影響が

残ることになり、大規模な影響を元に戻すことは難しくなる。」 

「オーストラリア、イタリア、英国、米国、ドイツ、サウジアラビアを含む 12 カ国で、

バングラデシュで製造された偽造品が押収された。」 

「マレーシアとフィリピンでの 17 回の家宅捜索で 2022 年に押収された約 17 万 5000

点のうち、100％がバングラデシュで製造されたものだった。」 

 

２－４．消費者保護当局（Consumer Protection Authorities）による摘発状況  

バングラデシュは、消費者問題に対処するため、2009 年に消費者権利保護法を制定し

た。この法律は、消費者の権利とその保護メカニズムを扱うものである。 

 

消費者権利保護法は、不純物混入、買い占め、密輸、闇取引、重量計測における不正

行為や詐欺、あるいは製品を高く売ることを禁止しているだけでなく、そうした行為

に対する罰則も定めている。製造業者や生産者だけでなく、サービス提供者、あるい

は特別な事情がある場合は販売者も、粗悪な食品や医薬品、その他の必需品に対して

責任を負う。偽造品や盗品、粗悪な食品や医薬品を市場で販売することも禁止されて

おり、これに違反した場合は、1974 年の特別権力法による死刑、1982 年の麻薬取締

条例による 10 年の禁固刑と 100 万タカの罰金を含む刑罰法規で罰せられる。 

 

ダッカの消費者権利保護局（副局長）からヒアリングしたところ、同局が模倣品に対

する調査や摘発を積極的に行っていることが明らかになった。バングラデシュにおけ

る模倣品摘発の具体的なデータは開示されていないが、消費者権利保護局へのヒアリ

 
23 https://www.tbsnews.net/economy/rmg/bangladesh-rmgs-under-us-review-alleged-counterfeits-
584866 
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ングにおいて、ダッカでは年間約 45～50 件の違法商品に対する調査や摘発を行って

いることを明らかにした。なお、これには、模倣品だけでなく、小売価格が違法に引

き上げられた商品、商品の品質が損なわれた商品、規格外品、粗悪品、偽ブランド品、

期限切れ商品に対する家宅捜索も含まれる。  

 

偽ブランド品に対するこうした捜査は、消費者からの訴えを受けて行われることがほ

とんどで、必ずしも権利者からの訴えに基づくものとは限らない。 
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３．バングラデシュのアパレルの模倣品製造拠点  

 

Dhaka と Chattogram の周辺においてアパレルの模倣品の製造拠点を調査したところ、

以下の地点に製造拠点があることが判明した。 

 

３－１．Dhakaにおけるアパレルの模倣品製造拠点 

Dhaka におけるアパレルの模倣品製造拠点は主に以下の７か所であった。 

 Uttara 

 Ashulia 

 Gazippur 

 Board Bazar 

 Narayanganj 

 Savar 

 Tongi  

ストックロットのブローカーは、これらの拠点に存在する工場に近接した地域に居住

し、そこでストックロットの収集とマーケットへの供給を行っていると考えられる。 
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３－２．Chattogramにおけるアパレルの模倣品製造拠点 

Chattogram におけるアパレルの模倣品製造拠点は主に以下の地図に示す地点であっ

た。 

Dhaka と同様、ストックロット業者のブローカーは、これらの街拠点に存在するの工

場に近接した地域に居住し、そこでストックロットの収集とマーケットへの供給を行

っていると考えられる。 
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